
医　療
乳
幼
児
医
療
が
５
歳
未
満
ま
で
拡
大

平
成
19
年
９
月
か
ら
、乳
幼
児
医
療
の
入
院
外
適
用
が
、

３
歳
未
満
よ
り
５
歳
未
満
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

追　悼

　

(

財)

日
本
遺
族
会
は
、「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰

霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い
ま

す
。こ
の
事
業
は
、戦
没
者
遺
児
に
対
す
る
慰
藉
の

一
環
と
し
て
、
先
の
大
戦
で
父
を
亡
く
さ
れ
た
戦

没
者
の
遺
児
を
対
象
と
し
て
、
亡
き
父
の
眠
る
地

に
赴
き
、
心
ゆ
く
ま
で
慰
霊
追
悼
を
行
う
と
と
も

に
、
現
地
の
方
々
と
の
友
好
親
善
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

賛
助
金　

○
沖
縄
５
万
円　
　

○
海
外
10
万
円

実
施
場
所　

① 

旧
ソ
連
、
② 

中
国
、
③ 

マ
リ

ア
ナ
諸
島
、
④ 

ボ
ル
ネ
オ
・
マ
レ
ー
半
島
、
⑤ 

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
⑥ 

ト
ラ
ッ
ク
諸
島
、
⑦ 

パ
ラ
オ

諸
島
、
⑧ 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島
、
⑨ 

東
部
ニ
ュ
ー
ギ

ニ
ア
、
⑩ 

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
⑪ 

沖
縄
、
⑫ 

台
湾
・

バ
シ
ー
海
峡
、
⑬ 

マ
ー
シ
ャ
ル
・
ギ
ル
バ
ー
ト

諸
島

申
込
先　

福
岡
県
遺
族
会

（
☎
０
９
２
・
７
６
１
・
０
０
１
２
）

※ 

日
程
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、(

財)

日
本
遺

族
会
事
業
課　

事
業
係（
☎
03
・
３
２
６
１
・
５

５
２
１
）ま
で
、お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰
霊
友
好

親
善
事
業
の
参
加
者
募
集

健
康
づ
く
り
課

福
祉
係

保
険
環
境
課

医
療
介
護
保
険
係

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
！

３
歳
児
・
４
歳
児
が
入
院
し
た
場
合

① 

初
診
料
及
び
往
診
料
に
つ
い

て
は
、
桂
川
町
役
場
で
払
い
戻
し

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

３
歳
以
降
に
重
度
心
身
障
害
者
医

療
・
母
子
家
庭
等
医
療
を
受
給
さ
れ

て
い
る
場
合

① 

重
度
心
身
障
害
者
医
療
・
母
子

家
庭
等
医
療
制
度
が
優
先
に
な

り
ま
す
。

② 

初
診
料
及
び
往
診
料
に
つ
い

て
は
、
桂
川
町
役
場
で
払
い
戻
し

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

払
い
戻
し
の
手
続
き
場
所
・
問
合
先

保
険
環
境
課 

医
療
介
護
保
険
係

☎
65
・
１
０
９
７

旧 新

対象年齢 ３歳未満のお子さん ５歳未満のお子さん

入 院 外

３歳の誕生日の月末まで
（１日生まれのお子さん
は誕生月の前月の月末ま
で）、医療機関窓口での支
払の必要がありません。

5 歳の誕生日の月末まで（１
日生まれのお子さんは誕生
月の前月の月末まで）、医
療機関窓口での支払の必要
がありません。

入 院 小学校就学前まで 小学校就学前まで

献　血
４
０
０
㎖
献
血
の

ご
案
内

桂
川
町
社
会

福
祉
協
議
会

と　

き　

８
月
１
日（
水
）

　

① 

10
時
～
12
時
30
分

　

② 

13
時
30
分
～
15
時
30
分

と
こ
ろ　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ひ
ま
わ
り
の
里
」

対　

象　

男
女
共
18
～
69
歳
で

体
重
50
㎏
以
上
の
方

（
注
意
１
） 

65
～
69
歳
の
方
は
、

過
去
64
歳
ま
で
に
献
血
経

験
が
必
要
で
す
。

（
注
意
２
）女
性
の
方
で
、
１
年

以
内
に
４
０
０
㎖
の
献
血

を
２
回
、
ご
協
力
い
た
だ
い

た
方
は
、
今
回
献
血
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
他　

献
血
当
日
は
、
ご
本

人
と
確
認
で
き
る
証
明
書

（
運
転
免
許
証
・
健
康
保
険

証
・
学
生
証
等
）
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

問
合
先　

☎
65
・
２
２
７
１

KEISEN
INFORMATION

'07ʢฏ19ʣ7.P-9


